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【手続補正書】
【提出日】平成25年11月8日(2013.11.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
無菌フィールド内で手順を実施するためのロボット外科手術システムであって、以下：
　近位端および遠位端を備えるリスト（６０）であって、該リストの遠位端が端部作動体
（１４０）を備える、リスト；
　近位端部および遠位端部を有するマニピュレータアーム（４６）を含む、マニピュレー
タアッセンブリ（４）；
　該マニピュレータアッセンブリのマニピュレータアームを覆い、該マニピュレータアー
ムを該無菌フィードから遮断する無菌ドレープ（７０）；
　該マニピュレータアームの遠位端部を外科手術機材の近位端と連結するためのリストア
ダプタ（６０）であって、該マニピュレータアッセンブリから該端部作動体に少なくとも
２つの度の運動を伝える、リストアダプタ（６２）；
　シャフト（５６）を有するリストユニット（２２）であって、遠位端が該リストに連結
され、そして近位端が該アダプタに離脱可能に連結される、リストユニット；および
　該マニピュレータアームに連結され、そして該無菌ドレープによって覆われるハウジン
グ（１２０）であって、伝達ユニットが、該アダプタ、該リストユニットおよび該外科手
術機材を軸方向に移動するために、該アダプタおよび該リストユニットに連結された軸方
向に移動可能なキャリッジ（１２２）を有する、ハウジング、を備える、ロボット外科手
術システム。
【請求項２】
前記伝達ユニットが、前記マニピュレータアームから、前記アダプタを通じ、前記リスト
ユニットおよび前記外科手術機材まで、少なくとも３つの度の運動を伝え、該少なくとも
３つの度の運動が、該リストユニットおよび該外科手術機材の該アダプタに対する回転、
該外科手術機材の該リストユニットのシャフトの周りの回転、および前記端部作動体の作
動を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
無菌フィールド内で手順を実施するためのロボット外科手術システムであって、以下：
　マニピュレータアーム（４６）；
　細長いシャフト（５６）、近位端および遠位端を有する外科手術機材（２２）であって
、該外科手術機材の遠位端が端部作動体（１４０）を備え、該端部作動体が、少なくとも
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２つの自由度で該シャフトに対して移動可能である、外科手術機材；
　該マニピュレータアームの部分を覆うための無菌ドレープ（７０）であって、該アーム
を該無菌フィールドから遮断する、無菌ドレープ；
　該マニピュレータアームの遠位端部を該外科手術機材の近位端に取り付けるための無菌
のリストアダプタ（６２）であって、該アダプタは、該マニピュレータアームから該端部
作動体の少なくとも２つの自由度まで少なくとも２つの度の運動を伝えるように構成され
ている、リストアダプタ；
　該ロボット外科手術システムに連結するための管状構造体（６６）であって、該管状構
造体は、該外科手術機材が該アダプタに取り付けられるとき、該管状構造体を通る該外科
手術機材の細長いシャフトを離脱可能に受容し、該管状構造体の少なくとも一部分は、該
外科手術機材を患者の身体内の標的部位に導入するために、該患者の身体壁にある穴に挿
入可能である、管状構造体、を備える、システム。
【請求項４】
前記外科手術機材が、前記管状構造体の一部分を前記穴に挿入し、そして次に該外科手術
機材を該管状構造体を通って該穴に挿入することによって導入可能である、請求項３に記
載のシステム。
【請求項５】
前記外科手術機材と相互に交換可能な第２の外科手術機材をさらに備え、前記管状構造体
の一部分が、該機材の交換の間に前記穴に残る、請求項３に記載のシステム。
【請求項６】
前記管状構造体が、患者の身体中に少なくとも部分的に挿入されるように適合された円筒
形構造体を備える、請求項３に記載のシステム。
【請求項７】
前記外科手術機材が、前記患者に、前記円筒形構造体を、それを通って該機材を既に位置
決めして、前記穴に挿入することにより導入可能である、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
前記円筒形構造体が、前記マニピュレータアームから分離可能である、請求項３に記載の
システム。
【請求項９】
前記円筒形構造体が、前記マニピュレータアームと一体である、請求項３に記載のシステ
ム。
【請求項１０】
前記円筒形構造体が、カニューレを備える、請求項３に記載のシステム。
【請求項１１】
前記外科手術機材が前記細長いシャフトに連結されたリストを備え、前記端部作動体が該
リストに連結される、請求項３に記載のシステム。
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